
大仙総契－３８３

平成２８年４月１日

大仙市が発注する工事における建設業法施行令第２７条第２項による

専任の主任技術者の兼務に係る手続きについて（通知）

建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２７条第２項に定める「二以上の建

設工事を同一の専任の主任技術者が管理できる場合」の適用範囲に係る「密接な関係の

ある工事」及び「近接した場所」の当面の取扱いについて、市が発注する建設工事にお

ける同規定の適用及び手続きについて「別紙１」及び「別紙２」によることとし、平成

２８年４月１日以降に入札の公告等を行う工事の契約から適用しますのでお知らせしま

す。

なお、大仙市が発注する工事における配置予定技術者の特例措置の試行について（平

成２６年４月１日付け大仙総契－５２３）は廃止します。

担当 ： 総務部契約検査課入札契約班

建設部都市管理課建設技術班



別紙１

大仙市が発注する工事における建設業法施行令第２７条第２項

の適用に関する取扱いについて

平成２８年４月１日

総務部契約検査課

建設部都市管理課

大仙市が発注する工事（以下「市工事」という ）における建設業法施行令（昭和３１年政令第２７。

３号。以下「施行令」という ）第２７条第２項の適用は、以下のとおり取り扱うものとする。。

１．専任の主任技術者の兼務を認める市工事の範囲

・専任の主任技術者の兼務を認める工事

下記①から③に該当しない専任の主任技術者を配置又は配置予定の工事

・専任の主任技術者の兼務を認めない工事

① 低入札価格調査を経て契約締結した又は締結しようとする工事（低入札受注工事）

② 大仙市特定建設工事共同企業体工事請負実施要綱（平成１７年３月２２日訓令第８３号）

に基づく共同企業体が施工する工事（ＪＶ施工工事）

③ 上記①、②以外で、工事内容及び施工管理の難易度並びに工事現場の地理的状況に鑑み、

発注者が主任技術者の兼務を認めないと判断する工事

２．市工事に配置される専任の主任技術者の兼務を認める他工事の要件

（ 「 」市工事に配置又は配置予定の専任の主任技術者が兼務することを認める他の工事 以下 他工事

という ）は、次の①から③全ての要件に該当する工事とする。。

① 市が発注する他の工事、及び国、県が発注する公共工事

② 配置技術者の資格者要件が市工事と同一である工事

③ 他工事が主任技術者の専任が必要とされる工事である場合は、当該他工事の発注者が市工

事との主任技術者の兼務を認めている工事

３．施行令第２７条第２項の適用に係る判断基準等

① 同一の主任技術者が兼務できる市工事と他工事は合わせて２件とする。

② 自動車で通行可能な経路による相互の距離が１０ｋｍ程度以内の工事現場であること。

③ 工作物に一体性又は連続性が認められる工事、若しくは施工にあたり相互の調整を要する工事

であること。

④ 適用対象となる工事の例

・ 工事現場相互の間隔が１０ｋｍ程度にある同種の土木工作物を対象とする工事（県道改築

工事と市道舗装工事等）



・ 工事現場が隣接する土木工事（道路(橋梁)工事と河川改修工事等）

・ 同一敷地内にある建物の建築工事又は設備工事

・ 工程調整や安全確保のための調整を要する工事等（相互に土量配分計画の調整を要する工

事、工事道路の共有、資材の一括調達、同一の下請け業者による施工により相互に工程調整

を要する工事等）

４．主任技術者が現場代理人を兼ねる場合の取扱いについて

当取扱いにより、同一の専任の主任技術者が管理することを認めた工事で主任技術者が現場代理

人を兼ねる場合は、同一で配置できるものとする。この場合、同一の現場代理人を配置できる件数

は、他の規定によらず２件までとする。

５．その他

この通知で定める以外の主任技術者の専任配置等に関する事項については、工事現場における技

術者等の配置について（平成２８年４月１日施行）によるものとする。

６．適用期日

平成２８年４月１日以降に入札の公告等を行う工事の契約から適用する。



別紙２

大仙市が発注する工事における建設業法施行令第２７条第２項による

専任の主任技術者の兼務に係る手続きについて（当面の扱い）

平成２８年４月１日

総務部契約検査課

建設部都市管理課

大仙市が発注する工事（以下「市工事」という ）に配置又は配置予定の専任の主任技術者を、別紙。

１「大仙市が発注する工事における建設業法施行令第２７条第２項の適用に関する取扱いについて」に

より他の工事に兼務しようとする場合の手続きについては、当面の間、以下のとおり取り扱うものとす

る。

１ 施行中の市工事

① 施工中の市工事に配置されている専任の主任技術者を他工事へ兼務させようとする受注者は、

事前に別添様式１により専任の主任技術者の兼務に係る承認申請を施工中の工事の監督員が所属

する部署（以下「発注担当課」という ）に提出するものとする。。

、 （ 「 」 。）② 申請を受けた発注担当課は 速やかに大仙市総務部契約検査課 以下 契約検査課 という

に申請内容の報告を行い、別紙１に記載する基準等に従い専任の主任技術者の兼務を承認するか

否かを判断し、その結果を申請書に記載するとともに、当該申請書の写しを受注者に交付するも

のとする。

③ 上記②により専任の主任技術者の他工事との兼務を承認された受注者は、他工事への兼務が決

定した時は、速やかに発注担当課に報告するものとする。

２ 入札参加予定の市工事

① 他工事に配置又は配置予定の主任技術者を、入札の対象となる市工事（以下「入札対象工事」

という ）に配置予定の専任の主任技術者としようとする入札参加予定者は、別紙１に記載する。

基準等で兼務を認める市工事であるか否かを契約検査課に照会するものとする。

② 上記①の照会のあった場合、契約検査課は、別紙１に記載する基準等に従い専任の主任技術者

の兼務を認める市工事であるか否かについて判断し回答するものとする。なお、兼務を認める工

事であると回答した市工事においても、入札の結果、低入札価格調査を経て契約する場合は兼務

を認めないものとする。

③ 他工事に配置している主任技術者を入札対象工事に配置予定の専任の主任技術者としようとす

る入札参加者は、大仙市建設工事条件付き一般競争入札実施要綱様式第４号「配置予定技術者の

現況 （以下「様式４号」という ）の「本工事に従事できると判断する理由」欄に『建設業法施」 。



行令第２７条第２項による兼務（詳細は別紙 』と記入（記載例参照）し、別添様式２に必要事）

項を記入のうえ添付するものとする。

④ 上記②において、他工事に配置している主任技術者が専任の主任技術者の場合は、入札参加者

は、市工事に配置予定の専任の主任技術者とすることを事前に当該他工事の発注者から承認を得

るものとする。

⑤ 同時期に入札中の他工事に配置予定の主任技術者を入札対象工事に配置予定の専任の主任技術

者としようとする入札参加者は、様式第４号「本工事に従事できると判断する理由」欄に上記③

と同様に記載するものとする。この場合 「現在従事している建設工事の有無」欄には『無（入、

札中 』と記入するものとする （記載例参照）） 。

⑥ 落札候補者が上記③又は⑤により様式第４号に市工事に配置予定の専任の主任技術者を他工事

との兼務する旨の記載があった場合は、大仙市入札契約資格等審査委員会において、別紙１に記

載する基準等に従い専任の主任技術者の兼務を認め得るか否かを判断した上で、入札参加資格の

審議を行うものとする。

また、上記④に該当する場合、大仙市契約検査課は、当該落札候補者が他工事に専任で配置さ

れる技術者を市工事に兼務させることの承認を得ていることを当該他工事の発注者に確認のうえ

落札決定を行うものとする。

⑦ 他工事に配置又は配置予定の主任技術者を入札対象工事に配置予定の専任の主任技術者とした

落札者は、当該技術者を入札対象工事に配置する場合、当該他工事の発注者の手続きに従い承認

を受けるものとする。



【別紙２別添様式１】

平成　　年　　月　　日
　大仙市長　栗林　次美　　様

住　　　　　　所
商号又は名称
代表者職氏名

　下記のとおり、施工中の貴発注工事に配置している専任の主任技術者が、建設業法施行令第２７条第２
項の規定により他の工事と兼務したいので承認申請します。

工事名
工事場所 主任技術者の配置資格

工事名
工事場所 請負金額

工期
専任・非専任の区分 主任技術者の配置資格

工事内容の概要
発注者所属（担当課所） 発注者担当者職氏名

電話番号 ＦＡＸ番号

　添付資料　：　２件の工事現場間の自動車で通行可能な経路及びその距離を示す経路図

【別紙１に記載する基準等の確認】

該当 非該当

該当 非該当

非専任

認める 認めない

該当 非該当

　　　申請のあった他工事との兼務について承認　します　・　しません　

大仙市長　栗林　次美

主任技術者の氏名
施工中の工
事

専任の主任技術者の兼務に係る承認申請について

記

①低入札受注工事
②ＪＶ施工工事

③工事内容及び施工管理の難易度、工事現場の地理的状況に鑑
み、発注者が主任技術者の兼務を認めないと判断する工事

いずれかに○があれば承認しない。無ければ判断基準２へ

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

　

　施工中の工事が次のいずれにも該当しないこと

　　　（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　１　　２件の工事の対象工作物の一体性又は連続性がある。

　２　　２件の工事の施工にあたり相互に調整を要する。
　　　（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※　上記１又は２の該当するものに○を付け、内容を簡潔に記入すること。

２件の工事
の関係

　判断基準１　施行中の工事について

兼務しようと
する他工事

　判断基準２　兼務しようとする他工事（以下「他工事」という。）について

いずれかに○があれば承認しない。無ければ承認

①市、国、県が発注する公共工事
②配置技術者の資格者要件が市工事と同一である工事

いずれかに○があれば承認しない。無ければ判断基準３へ

他工事の発注者が兼務を認めるか否か③他工事における主任技術者の専任・非専任の区分

専任の場合

　判断基準３　建設業法施行令（以下「施行令」という。）第２７条第２項の適用について
　施行令第２７条第２項の適用にあたり、次の全てに該当すること

①当該主任技術者が兼務する工事が２件までであること
②自動車で通行可能な経路による相互の距離が10km程度以内

③工作物に一体性又は連続性がある工事、若しくは施工にあたり
相互の調整を要する工事であること

　他工事が次の全てに該当すること

印

以下、市使用欄

※いずれかを消す

判断基準１の③を該当とした理由：

判断基準３の③を非該当とした理由：



【別紙２別添様式２】

平成　　年　　月　　日
　大仙市長　栗林　次美　　様

住　　　　　　所
商号又は名称
代表者職氏名

　入札参加資格確認申請書に添付した様式第４号において、本工事に従事できると判断する理由とした
「建設業法施行令第２７条第２項による兼務」の内容は下記のとおりです。

工事名
工事場所 主任技術者の配置資格

工事名
工事場所 請負金額

工期
専任・非専任の区分 主任技術者の配置資格

工事内容の概要
発注者所属（担当課所） 発注者担当者職氏名

電話番号 ＦＡＸ番号

　添付資料　：　２件の工事現場間の自動車で通行可能な経路及びその距離を示す経路図

【別紙１に記載する基準等の確認】

該当 非該当

該当 非該当

非専任

認める 認めない

該当 非該当

　施行令第２７条第２項による兼務を認め得ると判断　します　・　しません　

　　大仙市入札契約資格等審査委員長　久米　正雄

主任技術者の氏名

本工事に従事できると判断した理由（別紙）

記

本工事

兼務しようと
する他工事

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

　

いずれかに○があれば認められない。無ければ判断基準２へ

２件の工事
の関係

　１　　２件の工事の対象工作物の一体性又は連続性がある。
　　　（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　２　　２件の工事の施工にあたり相互に調整を要する。
　　　（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※　上記１又は２の該当するものに○を付け、内容を簡潔に記入すること。

　判断基準１　施行中の工事について
　施工中の工事が次のいずれにも該当しないこと

①低入札受注工事
②ＪＶ施工工事

③工事内容及び施工管理の難易度、工事現場の地理的状況に鑑
み、発注者が主任技術者の兼務を認めないと判断する工事

　判断基準２　兼務しようとする他工事（以下「他工事」という。）について
　他工事が次の全てに該当すること

①市、国、県が発注する公共工事
②配置技術者の資格者要件が市工事と同一である工事

③他工事における主任技術者の専任・非専任の区分

専任の場合

他工事の発注者が兼務を認めるか否か

いずれかに○があれば認められない。無ければ認められる

いずれかに○があれば認められない。無ければ判断基準３へ

　判断基準３　建設業法施行令（以下「施行令」という。）第２７条第２項の適用について
　施行令第２７条第２項の適用にあたり、次の全てに該当すること

①当該主任技術者が兼務する工事が２件までであること
②自動車で通行可能な経路による相互の距離が10km程度以内

③工作物に一体性又は連続性がある工事、若しくは施工にあたり
相互の調整を要する工事であること

印

以下、市使用欄

※いずれかを消す

判断基準１の③を該当とした理由：

判断基準３の③を非該当とした理由：



様式第４号（第７条関係）

会社名
本工事（※）に配置を予定している技術者等について

自
至

本工事（※）に従事できると判断する理由

自
至

本工事（※）に従事できると判断する理由

自
至

本工事（※）に従事できると判断する理由

１．現在従事している建設工事がない場合は｢有の場合｣の欄の記載は不要です。

２．｢有の場合｣を記載する際、発注者名については具体的に記載してください。

※本工事とは、今回入札参加資格の確認を申請する工事のことである。

営業所の専任技術者の状況について

１．建設業法第７条第２号又は第１５条第２号に規定する専任の技術者として営業所ごとに配置されている者の状況を記載すること。

２．担当する工事の種類については、建設業法上の工種を記載すること（｢土｣、｢建｣、｢電｣、｢管｣等）。

３．申請する工事の工事別発注概要書に記載する工種に係る技術者についてのみ記載すること。

４．営業所の専任技術者を配置予定技術者としている場合は、｢本工事（※）に従事できると判断する理由｣欄に対応方針を記載すること。

○○年○○月○○日
○○年○○月○○日

建設業法施行令第２７条第２項による兼務

建設業法施行令第２７条第２項による兼務

○○○○建設工業

　１．現場代理人
　２．専任の主任技術者等
　３．専任を要しない主任技術者
　４．１と２又は３の兼任

道路舗装工事
○○年○○月○○日

（市町村名）

仙北地域振
興局

配 置 予 定 技 術 者 の 現 況

○○年○○月○○日

　　　年　　　月　　　日

仙北地域振
興局

　　　年　　　月　　　日

大仙市 45,000,000

大仙　三郎 有・無

　１．現場代理人
　２．専任の主任技術者等
　３．専任を要しない主任技術者
　４．１と２又は３の兼任

大仙　次郎
有・無

（入札中）

大仙市 30,000,000

（単位：円）

大仙　太郎 有・無

　１．現場代理人
　２．専任の主任技術者等
　３．専任を要しない主任技術者
　４．１と２又は３の兼任

道路改良工事

施工場所 契約金額
配置予定
技 術 者
氏　　名 発注者名

現在従事
している
建設工事
の有無

有　　の　　場　　合

件名 工期当該工事での役割

担当する工事の種類技術者の氏名 営業所の名称

記載例
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